
規 則

�愛媛県規則第４１号
生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則

（生活保護法施行細則の一部改正）

第１条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

様式第４０号（その２）（表）中「７０」を「６０」に、「０．７」を「０．６」に改める。

（中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部改正）

第２条 中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則（平成２０年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

様式第２６号（その２）（表）中「７０」を「６０」に、「０．７」を「０．６」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の生活保護法施行細則様式第４０号（その２）及び第２条の規定による改正後の中国残留邦人等に対する支援

給付に関する規則様式第２６号（その２）の規定は、平成２５年５月１日以降の施術に係る請求分について適用し、同日前の施術に係る請求

分については、なお従前の例による。

３ この規則施行の際現にある第１条の規定による改正前の生活保護法施行細則様式第４０号（その２）及び第２条の規定による改正前の中

国残留邦人等に対する支援給付に関する規則様式第２６号（その２）の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用すること

ができる。

発 行 愛 媛 県
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告 示

�愛媛県告示第８３９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８４０号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

大洲市肱川町山鳥坂２４７の８、２５３の５から２５３の７まで、２５４の

５から２５４の７まで、２５５、２５８の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８４１号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２５年５月愛媛県

告示第６６５号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を松野町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡松野町大字豊岡
４７７７

北宇和郡松野町大字豊岡３２０
番地
関 本 福 治

森林所有者

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松野

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８４２号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２５年５月愛媛県

告示第６６７号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字小倉
１６９６

北宇和郡広見町大字小倉１０２２
番地
田 中 弘 志

森林所有者

北宇和郡鬼北町大字小倉
１７０４

北宇和郡吉田町大字裡町１９番
地１
武 内 利 子

〃

北宇和郡鬼北町大字小倉
１７６１の１、１７６１の２、１７
６４の１、１７６４の２

東宇和郡宇和町大字坂戸１６５
番地
清 水 一

〃

北宇和郡鬼北町大字小倉
１７６１の１

東宇和郡宇和町大字坂戸３番
耕地５３８番地
末 光 一 良

〃

北宇和郡鬼北町大字小倉
１７６４の１、１７６４の２

東宇和郡宇和町大字坂戸８７８
番地
末 光 一 良

〃

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８４３号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２５年５月愛媛県

告示第６６８号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成３１
年８月
１４日

愛媛県
第１２７１
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

ダイヤ
粉状苦
土炭酸
石灰１
号

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１５．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

株式会社研農
高知県高知市萩
町１丁目９番４８
号

愛 媛 県 報平成２５年７月１９日 第２４８８号
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��������������

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１８８８

北宇和郡日吉村大字日向谷６８
番戸
武 内 正 茂

森林所有者

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１８８８

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
２６２番地２
山 内 傅

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９０５、１９０７

北宇和郡広見町大字小松乙８０
番地１
中 平 義 美

〃

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８４４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（オルソ作成）

当該区域の現地画像基準点測量を実施し、空中写

真から標高データ及びオルソ画像を作成する。

２ 作業期間 平成２５年８月１２日から

平成２６年３月３１日まで

３ 作業地域 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、

内子町、伊方町、鬼北町

�������
�愛媛県告示第８４６号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２５年７月１９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�������
�愛媛県告示第８４７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

松前町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２５年７月１９日

愛媛県中予保健所長

竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

代表取締役社長 日覺 昭廣

２ 工場の名称及び所在地

東レ株式会社愛媛工場

伊予郡松前町大字筒井１５１５番地

３ 特定施設に関する事項

� 紡糸機�３

�愛媛県告示第８４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線
今治市拝志甲７４０番５から

同市拝志７７６番１まで

旧 １０．６～２３．５ ０．４６０

新 １４．５～３４．０ ０．４６０

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

公益社団法人愛媛県シ
ルバー人材センター連
合会

松山市一番町一丁目１４
番地の１０

介護職員初
任者研修に
関する課程

平成２５年
７月９日

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２１号 イ湿式紡糸施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１０．５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年１０月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２７年２月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

愛 媛 県 報平成２５年７月１９日 第２４８８号
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� 表面処理装置�４

� Ｒ－２溶媒回収設備

� Ｒ－２原料回収設備

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２１号 ハ原料回収施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１９３．２トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年８月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２６年９月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２１号 ハ原料回収施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２１１．２トン脱水処理
１日当たり８４．０トン精製処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年８月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２６年９月１５日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ６５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ２３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ７０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７４

最大 ４３０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第２１号 ロ未精錬繊維
の薬液処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり３．４トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２７年１月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２７年３月３１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３．８～８．０

最大 １．２～１０．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１０

最大 ０．１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２８３

最大 ４３２

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ７．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２２９，０００

最大 ２２９，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，７００

最大 １，７００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８８．１

最大 １３８．５
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� ＣＡ製膜機水洗施設

� 西地区凝集ろ過装置（常用２基＋予備２基）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 西地区回収留出液排水処理施設．１

設 置 年 月 日 平成１８年９月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鉄骨＋ＡＬＣ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２２．３メートル 横１５．７メートル
高さ８．７５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３５１立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 浸漬型平膜分離活性汚泥方式＋活性炭吸
着方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６４の２号 ロろ過施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり８０立方メートル処理×２基

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２６年３月１日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～７．０

最大 ６．０～７．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，５００

最大 ２，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．００

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２３４

最大 ４６８

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第４６号 イ水洗施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり２１．６立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し（生産品種によって稼働）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ３

最大 ３

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７２０

最大 ７２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

１，４－ジ
オ キ サ ン
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５，５００

最大 ５，５００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１．６

最大 ２１．６

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００，０００

最大 ３００，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０．０

最大 １０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９１

最大 １９１
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� 西地区回収留出液排水処理施設．２

� 動力沈殿処理設備

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２６年３月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

逆洗排水ピット
縦１０．６メートル 横１２．３メートル
高さ２．６５メートル

汚泥貯槽
縦３．０メートル 横３．１メートル
高さ２．６５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４６８立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０～１４

最大 ０～１４

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．０

最大 １０．０

通常 １０．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，５００～２，０００

最大 １，５００～２，０００

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２０．０

通常 ５．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．００

最大 ３．００

通常 １．００

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２３４

最大 ４６８

通常 ２３４

最大 ４６８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ７０．０

通常 ４９．０

最大 ４９．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

通常 ３．２０

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７４

最大 ４３０

通常 ３７４

最大 ４３０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年５月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２７年１月１０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鉄骨＋ＡＬＣ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２３．６メートル 横１５．４メートル
高さ８．７５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４３０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 浸漬型平膜分離活性汚泥方式＋活性炭吸
着方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ６５．０

通常 ２０．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ２３

通常 １８

最大 ２０

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ６５．０

通常 ２０．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ２３

通常 １８

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ６０．０

通常 ４９．０

最大 ４９．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

通常 ３．２０

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２９３

最大 ３５１

通常 ２９３

最大 ３５１
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� 西地区表面処理液排水処理設備．２

� 東地区ＡＳＭ処理施設

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

� 第２排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．１

最大 １０．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．５

最大 １５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２１

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．８

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．８７

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０２，８７２

最大 １３７，１８８

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ５．０～１１．０

通常 ６．０～８．５

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７８０

最大 ８４０

通常 １５５

最大 １６５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １３５

通常 ６３

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４５

最大 ６２０

通常 ３０．０

最大 １２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ５０．０

通常 ５．００

最大 １５．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，８７９

最大 ２，０００

通常 １，８７９

最大 ２，０００

設 置 年 月 日 昭和５１年３月３１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦９０メートル 横１００メートル
高さ ４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理方式

設 置 年 月 日 平成２４年７月１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート、ＰＶＣ及びＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１０．５メートル 横９．０メートル
高さ６．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，２００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．８～８．０

最大 １．２～１０．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ２０．０

通常 ３．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．４

最大 ３．０

通常 ２．４

最大 ２．４

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．１０

最大 ０．１０

通常 ０．１０

最大 ０．１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７７３

最大 ９２２

通常 ７７３

最大 ９２２

愛 媛 県 報平成２５年７月１９日 第２４８８号
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�愛媛県告示第８４８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県中予保健所及び松前町役場において告示の日から

３週間公衆の縦覧に供する。

平成２５年７月１９日

愛媛県中予保健所長

竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

代表取締役社長 日覺 昭廣

２ 工場の名称及び所在地

東レ株式会社愛媛工場

伊予郡松前町大字筒井１５１５番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２１

号イ及びハ、並びに第３３号イ

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法

及び排出水の汚染状態及び量の変更

５ 特定施設に関する事項

� 紡糸機�１

� 紡糸機�２

� Ｒ－１溶媒回収設備

� �１２系列重合缶

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設分

① 西地区表面処理液排水処理施設．２

② 東地区ＡＳＭ処理施設

� 新設分

① 西地区回収留出液排水処理施設．２

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年５月３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２７年１月１０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理、生物処理及び物理処理

変 更 前 変 更 後

処理前 処理後 処理前 処理後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，８７８
最大
２，０００

通常
１，８７８
最大
２，０００

通常
１，８７９
最大
２，０００

通常
１，８７９
最大
２，０００

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ポリエチレンテレフ
タレート：１６．５トン

ポリエチレンテレフ
タレート：１６．５トン
ほう酸：１．４キログ
ラム

変 更 前 変 更 後

主 要 寸 法

第１脱水塔
直径１．２メートル
高さ８．５メートル

第２脱水塔
直径１．７メートル
高さ８．９メートル

第３脱水塔
直径
１．２／２．９メート
ル

高さ
１９．２メートル

ＤＭＳＯ精製塔
直径２．１メートル
高さ５．５メートル

第１脱水塔
直径１．２メートル
高さ８．５メートル

第２脱水塔
直径１．７メートル
高さ８．９メートル

第３脱水塔
直径
１．２／２．９メート
ル

高さ
１９．２メートル

ＤＭＳＯ精製塔
直径２．１メートル
高さ５．５メートル

潜熱回収塔
直径１．３メートル
高さ
１５．６メートル

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ジメチルスルホキシ
ド：１９．６立方メート
ル
水：２６．４立方メート
ル
アクリロニトリル他
：０．８立方メートル

ジメチルスルホキシ
ド：２８．３立方メート
ル
水：６７．０立方メート
ル
アクリロニトリル他
：０．３立方メートル

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４６．８

最大 ７３．０

通常 ６０．８

最大 ９５．６

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

ジメチルスルホキシ
ド：６８．０立方メート
ル
水：１８２．４立方メー
トル
アクリロニトリル他
：２．０立方メートル

ジメチルスルホキシ
ド：６３．２立方メート
ル
水：１９２．１立方メー
トル
アクリロニトリル他
：０．６立方メートル

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５２．４

最大 ２５２．４

通常 ２５５．９

最大 ２５５．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．６１

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５，６８０

最大 ３１，２６１

備考 この他に、雨水排水口が６箇所ある。

変 更 前 変 更 後

処理前 処理後 処理前 処理後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
４９０
最大
４９０

通常
４９０
最大
４９０

通常
７７３
最大
９２２

通常
７７３
最大
９２２

愛 媛 県 報平成２５年７月１９日 第２４８８号
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② 動力沈殿処理設備

７ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第１排水口

� 第２排水口

�������
�愛媛県告示第８４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

北条市北条土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年７月１９日

項 目 変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０，０００

最大 ３８，０００

通常 ２５，６８０

最大 ３１，２６１

備考 この他に、雨水排水口が６箇所ある。

項 目 変 更 前 変 更 後

汚水等の汚

染状態の値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．６

最大 １５．０

通常 １０．５

最大 １５．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．７

最大 ２０．０

通常 ５．８

最大 ２０．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９８，５５２

最大 １３０，４４９

通常 １０２，８７２

最大 １３７，１８８

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ０～１４

最大 ０～１４

通常 ６．０～８．６

最大 ６．０～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０．０

最大 １０．０

通常 １０．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，５００～２，０００

最大 １，５００～２，０００

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２０．０

通常 ５．０

最大 ２０．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．００

最大 ３．００

通常 １．００

最大 ３．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２３４

最大 ４６８

通常 ２３４

最大 ４６８

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２６年３月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

逆洗排水ピット
縦１０．６メートル 横１２．３メートル
高さ２．６５メートル

汚泥貯槽
縦３．０メートル 横３．１メートル
高さ２．６５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４６８立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 沈降方式

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製及び鉄骨＋ＡＬＣ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦２３．６メートル 横１５．４メートル
高さ８．７５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり４３０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 浸漬型平膜分離活性汚泥方式＋活性炭吸
着方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～１１．０

最大 ７．０～１１．０

通常 ６．０～８．７

最大 ６．０～８．７

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７．０

最大 ６５．０

通常 ２０．０

最大 ２０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２３

最大 ２３

通常 １８

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４９．０

最大 ７０．０

通常 ４９．０

最大 ４９．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．００

最大 ５．００

通常 ３．２０

最大 ５．００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３７４

最大 ４３０

通常 ３７４

最大 ４３０

愛 媛 県 報平成２５年７月１９日 第２４８８号
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愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

退 任

�愛媛県告示第８５０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年７月１９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第８５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年７月１９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 田 稔 松山市北条９４０番地

〃 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地１

〃 伊 田 憲 弘 松山市北条４７９番地１

〃 豊 田 英 一 松山市北条８１９番地

〃 森 田 浩 敏 松山市北条３６２番地８

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 高 橋 次 雄 松山市北条５１６番地

〃 北 尾 安 弘 松山市北条９８３番地

監 事 越 智 眞之助 松山市北条４５２番地６

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 北 尾 安 弘 松山市北条９８３番地

〃 野 村 忠 利 松山市北条９４１番地１

〃 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地１

〃 豊 田 英 一 松山市北条８１９番地

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 伊 田 稔 松山市北条９４０番地

〃 森 田 浩 敏 松山市北条３６２番地８

監 事 越 智 眞之助 松山市北条４５２番地６

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地１

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２０）第１４１９１号 平成２１年
１月２７日 �清友建設 山本 守厚 松山市北土居５－１１－５ 平成２５年

６月３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２０）第１６３８２号 平成２０年
１０月１０日 �イマジニア 今井 俊彦 松山市久保田町２０７－１７ 平成２５年

６月５日 建具工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１６８０８号 平成２３年
１月２４日 �ＳＰＳ 佐藤 知 松山市姫原１－８－４０ 平成２５年

６月７日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１１９７１号 平成２２年
７月３日 �エネルギーシステム 光藤成一郎 松山市今在家１－８－２８ 平成２５年

６月１７日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２０）第１５４３９号 平成２０年
１０月２３日 楠工業所 稲垣 利弘 松山市祓川１－１－２９ 平成２５年

６月２４日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－２１）第１６６４４号 平成２２年
３月１日 �Ｈａｊｉｍｅ 戸田 正信 松山市保免西２－３－１０ 平成２５年

６月２７日 土木工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１０２９１号 平成２３年
９月２１日 �愛媛ミラー 藤堂 義博 松山市津吉町４４７－２ 平成２５年

６月２８日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第１９号

平成２５年７月８日
東温市南方字経塚７３６番１、７３６番３

松山市東石井６丁目６番４４号

株式会社 リビング椿

代表取締役 大 西 克 教
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公 告

�������
�愛媛県告示第８５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を平成２５年７月１０日認可した。

平成２５年７月１９日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

�愛媛県告示第８５４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第２０号

平成２５年７月１０日
東温市南方字払川７６５番５

松山市来住町１１８９番地１

山 本 陽 子

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第１３１７８号 平成２２年
６月１６日 �石川建設 石川 良寛 南宇和郡愛南町柏１８４９ 平成２５年

６月１３日
建築工事業、大工工事業
管工事業、造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２１）第２８５１号 平成２２年
２月２２日 大濱漁業� �田 憲志 南宇和郡愛南町中浦７７０ 平成２５年

６月２５日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒甲１８２３番５から

同町下須戒甲１８４１番１まで
平成２５年７月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町下須戒甲１８２９番２から

同町下須戒甲１８３８番３まで
平成２５年７月２０日
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雑 報

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成２５年７月９日次のとおり裁決手続開始の決定をしたので公告する。

平成２５年７月１９日

愛媛県収用委員会

会長 市 川 武 志

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（宇和島道路・愛媛県宇和島市津島町近家及び同市津島町高田地内）

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の

権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県宇
和島市津
島町近家

甲１６１１番２０ 用悪水路 用悪水路 ７０ ６９．４４ ２５．６０

別記のとおり

─── ─── ──────

甲１６１１番２１ 用悪水路 用悪水路 １６ １６．５４ ６．０６ ─── ─── ──────

別記

�

持 分 住 所 氏 名

１／１４ 愛媛県宇和島市津島町岩松甲２５１７番地５ 辰 巳 亀

�

持 分 住 所 氏 名

１／１４ 愛媛県宇和島市津島町岩松甲２５１２番地１５ 酒 井 清

�

持 分 住 所 氏 名

１／１４ 愛媛県宇和島市津軽町近家甲１６０７番地２０８ 伊 関 忠

� 登記名義人土居一秋（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

１／２８ 愛媛県松山市志津川町２５４番地の３ 土 居 サズ子

１／５６ 愛媛県宇和島市津島町近家甲１６０７番地１０ 土 居 弘 明

１／５６ 埼玉県川越市大字今福４３５番地１０ 土 居 義 且

� 登記名義人山本房吉（持分１４分の１）法定相続人

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年７月２日 特定非営利活動法人
ラ・ファミリエ 石 井 榮 一 松山市室町７４番地２ この法人は、難病をもつ子供たち及びその家族

を支援し、もって不特定多数のものの利益の増
進に寄与することを目的とする。
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持 分 住 所 氏 名

１３／８４０ 愛媛県東温市松瀬川甲５３３番地２２ 芝 田 絹 江

１３／５０４０ 愛媛県宇和島市京町１番３７号 篠 � 艶 子

１３／５０４０ 愛媛県宇和島市保手３丁目１番３号 二 宮 千鶴子

１３／５０４０ 大阪府大阪市城東区森之宮２丁目４番３２－７１１号 山 村 英 嗣

１３／５０４０ 愛媛県宇和島市大浦甲２２１番地４ 山 村 恭 三

１３／５０４０ 広島県広島市西区観音新町３丁目９番１４－１０５号 小 松 悦 子

１３／５０４０ 愛媛県松山市東石井６丁目３番２６号 高 木 陽 子

１３／８４０ 愛媛県宇和島市丸之内５丁目４番２１号 橋 本 惠美子

１３／８４０ 大阪府堺市中区�葉１７０番地 フェルティ・メイツ泉ヶ丘弐番館１４０４号 山 本 良 光

１／６３０ 愛媛県喜多郡内子町大久喜甲１８３番地 益 田 増 一

１／１２６０ 愛媛県西予市明浜町高山甲３４５７番地 � 田 ヒナ子

１／１２６０ 愛媛県西予市明浜町宮野浦甲２７４番地 益 田 長 一

１／６３００ 愛媛県宇和島市明倫町５丁目４番３号 益 田 正 一

１／２８００ 大阪府羽曳野市高鷲７丁目７８番地の１０ 益 田 長 治

１／２８００ 大阪府大阪市大正区千島３丁目２２番１９号 岩 見 博 美

１／２８００ 大阪府三島郡島本町若山台１丁目５番１３－４０６号 益 田 善 一

１／２８００ 三重県名張市すずらん台東２番町２２８番地 中 田 澄 子

１／１８９０ 大阪府大阪市平野区平野宮町１丁目７番２－１０１４号 原 田 マチ子

１／１８９０ 大阪府藤井寺市大井５丁目１０番地４号 福 島 松 義

１／１８９０ 大阪府泉南郡熊取町大久保南４丁目４番３８号 福 島 一 行

１／６３０ 東京都大田区萩中１丁目２番５号 明和ハイムⅡ２０１ 大 賀 千鶴子

１／１８９０ 愛媛県宇和島市三浦西１７０９番地２３ 益 田 克 仁

１／１８９０ 愛媛県東温市南方１３２１番地２ 益 田 建 司

１／１８９０ 愛媛県宇和島市元結掛２丁目５番３号 伊 達 憲 子

� 登記名義人辰巳森三郎（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

１／９８ 大阪府大阪市平野区平野上町２丁目５番７号 笠 井 金 子

１／１９６ 岡山県倉敷市真備町箭田６３２５番地 宇 渡 喜久弥
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１／１９６ 岡山県倉敷市真備町箭田６３２５番地 宇 渡 静 男

１／９８ 大阪府大阪市平野区平野東２丁目８番７号 岡 島 滿 子

１／９８ 大阪府大阪市平野区平野東２丁目１０番１７号 古 本 キクミ

１／９８ 愛媛県宇和島市津島町近家甲１６１１番地１６ 辰 巳 サツキ

１／９８ 愛媛県宇和島市天神町８番７号 辰 巳 進

１／２９４ 広島県呉市海岸３丁目１０番２０号 辰 己 洋

１／２９４ 大阪府八尾市竹渕西３丁目２００番地 サニークレスト平野ウイングス２－１１１５号 内 田 陽 子

１／２９４ 和歌山県岩出市西国分５１５番地の２（４０２号） 辰 己 直

� 登記名義人山田源吉（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

１／１８９ 滋賀県大津市坂本七丁目７番１１号 山 田 源之助

１／１８９ 滋賀県大津市坂本八丁目４番３０号 山 田 恒 實

１／１８９ 住所不明 ただし、戸籍の附票の住所
福岡県福岡市大字青木３９８番地 山 田 � 雄

１／５６７ 滋賀県大津市萱野浦９番１５号 岸 本 正 敏

１／１７０１ 滋賀県大津市萱野浦９番１５号 岸 本 恵梨香

１／１７０１ 滋賀県大津市松陽３丁目１番９号 伊 藤 真由子

１／１７０１ 愛知県名古屋市名東区社台三丁目５１番地の１（ピアネーズ上社１棟３０１号） 岸 本 光 洋

２／５６７ 大阪府堺市南区庭代台４丁３番１６号 栄 谷 喜志子

２／５６７ 広島県竹原市下野町３４２７番地１ 山 田 直 輝

１／７５６ 滋賀県大津市坂本六丁目３１番３２号 山 本 叡一郎

１／７５６ 滋賀県大津市坂本七丁目２５番３４号 山 本 敬 助

１／２５２ 静岡県藤枝市藤岡１丁目９番４号 成 島 弘 実

１／２５２ 静岡県焼津市一色４４６番地の４ 篠 原 恵

２／１８９ 京都府京都市伏見区桃山町大島９６番地 パデシオン桃山南１１０号 稲 澤 幸 代

１／６３０ 大阪府泉南郡岬町深日３１７４番地の５ 川 崎 英 子

１／６３０ 大阪府羽曳野市碓井４丁目９番７号 大 森 正 子

１／６３０ 三重県名張市美旗町藤が丘６９番地 川 崎 泰三郎

１／６３０ 東京都江東区北砂１丁目１番１－４０６号 川 � 晃 敬

１／６３０ 愛知県名古屋市天白区平針二丁目６０５番地（近藤ハイツ６０７号） 神 田 かな代
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１／１２６ 埼玉県さいたま市北区日進町１丁目４５１番地２ 中根マンション４０７号 村 山 恭 一

１／３７８ 香川県高松市鶴市町２０４９番地２ 村 山 麻 美

１／３７８ 福岡県遠賀郡水巻町おかの台２６番２０３号 中 尾 伸 一

１／３７８ 愛知県北名古屋市六ツ師道毛６６番地 リンピア牟都志４０１ 中 尾 由 理

� 登記名義人前田熊�（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

１／１１２ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁５７番地３ 前 田 守

１／１１２ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁５７番地１ 前 田 幸 一

１／２２４ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁６０番地４０ 前 田 満 子

１／６７２ 愛媛県西予市宇和町神領５３４番地 松葉学園 前 田 千 寿

１／６７２ 愛媛県松山市居相４丁目１８番２５号 サーパス椿参道３０７号 前 田 力

１／６７２ 京都府京都市西京区御陵内町１番地１０ 湯 浅 小百合

１／１１２ 千葉県我孫子市久寺家２丁目１番３号 前 田 甚 藏

１／１１２ 愛媛県西予市宇和町伊賀上５８１番地１ 前 田 俊 久

１／１１２ 大阪府八尾市高美町３丁目１番４７号 池 田 � 美

１／１１２ 大阪府大阪市東淀川区下新庄３丁目５番１－４０１号 前 田 明

１／１１２ 愛媛県今治市四村１４番地１ 四村団地 ２種６５号 小 田 レイ子

� 登記名義人宮本�八郎（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

１／２８０ 大阪府大阪市住之江区緑木２丁目１番１－１１０１号 渡 � 知登里

１／２８０ 京都府八幡市男山竹園４番地－１０４－３０２ 平 野 京 子

１／５６０ 大阪府泉佐野市新安松３丁目３番１３－３６９号 北 川 慶 子

１／５６０ 大阪府泉佐野市日根野５９５２番地の７ 石 � 佐代美

１／５６０ 大阪府泉南郡熊取町高田３丁目２１９１番地 甲 田 勝 子

１／５６０ 大阪府泉佐野市笠松２丁目８番２６号 安 部 佳 子

１／２８０ 愛媛県松山市和気町２丁目９１３番地４０ 上 野 栄 子

１／２８０ 愛媛県松山市小栗４丁目１番２７号 コーキハイツ１０１号 宮 本 正

１／１４０ 兵庫県神戸市北区北五葉３丁目８番２４－１０６号 前 田 チヨ子

１／４２０ 愛媛県今治市高部乙１０５番地の４ 尾 鷹 幸 恵
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１／４２０ 京都府船井郡京丹波町下山野丸８０番地６０ 杉 本 由 美

１／４２０ 兵庫県神戸市兵庫区会下山町２丁目１５番６号 宮 本 健 一

１／４２０ 兵庫県芦屋市若葉町４番１－１４４３号 宮 本 敏 雄

１／４２０ 兵庫県神戸市兵庫区下沢通７丁目１番３１号 関西左官ビル２０４号 宮 本 勝

１／１４０ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁７２番地１３ 宮 本 ハル子

１／１４０ 兵庫県高砂市百合丘１２１番地の１１ 松 本 カナ子

１／１４０ 大阪府高槻市沢良木町１４番８号 堀 田 クニヱ

１／１４０ 兵庫県神戸市長田区庄田町４丁目２番７号 宮 本 清 馬

１／４２０ 岐阜県岐阜市西川手９丁目１３９番地６ 田 島 優 子

� 登記名義人山口�松（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

１／７０ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁６０番地２９ 山 口 � 一

１／１４０ 大阪府大東市氷野２丁目５番１９号 山 口 由 子

１／５６０ 北海道札幌市手稲区前田８条９丁目１６番１号 ハイツ香２０２号 浜 野 栄

１／５６０ 大阪府大東市氷野２丁目５番１９号 山 口 育 雄

１／５６０ 兵庫県加古川市尾上町長田１７３番地の１７ 山 口 太

１／５６０ 大阪府大東市氷野２丁目５番１９号 山 口 啓 子

１／７０ 大阪府柏原市国分市場２丁目６番９号 上 野 昌 子

１／７０ 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字台部２８番地３５ 菅 野 美津子

１／７０ 東京都福生市大字熊川１３１５番地 都営熊川アパート ８－２０６ 山 口 梅 代

� 登記名義人山�新一（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

１／１５４ 愛媛県宇和島市川内甲２５９７番地 藥師神 良 行

１／１５４ 愛媛県宇和島市津島町山財８８６番地 武 田 トミヱ

１／３０８ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁１２０番地 山 � 久美子

１／１５４０ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁１２０番地 山 � 秀 雄

１／１５４０ 福岡県北九州市小倉南区沼緑町四丁目２３番１－４０３号 岩 男 緑

１／１５４０ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁１２０番地 山 � シマ子

１／１５４０ 愛媛県宇和島市保手１丁目６番１９号 長 瀧 秀 子
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１／１５４０ 広島県安芸高田市甲田町上甲立１７２５番地 下 原 道 子

１／４６２ 愛知県豊橋市野依台一丁目９番地の８ 山 � 剛

１／４６２ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁６０番地２２ 山 � 博 行

１／４６２ 大阪府東大阪市大�北３丁目７番６号 山 � 伸 也

１／１５４ 愛媛県宇和島市坂下津甲３４７番地８ 中村住宅 入 江 スミヱ

１／１５４ 愛媛県宇和島市津島町岩松１８番地１ 増 原 トモヱ

１／１５４ 愛媛県西宇和郡伊方町大浜２６７番地 明 神 キクヲ

１／１５４ 高知県幡多郡大月町大字弘見４８４番地の４ 森 木 松 枝

１／１５４ 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲４２９番地 渡 邉 テルミ

１／１５４ 大阪府八尾市植松町４丁目８番１７号 山 崎 國 雄

１／１５４ 兵庫県神戸市兵庫区新開地５丁目３番１４－１００４号 川�田 フミ子

� 登記名義人河人�雄（持分１４分の１）法定相続人

持 分 住 所 氏 名

２９／６２７２ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁１５８番地 河 人 マサ子

２９／６２７２ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁１５８番地 河 人 明 美

２９／３１３６ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁１６７番地 武 田 千代美

２９／３１３６ 奈良県橿原市川西町７６番地 Ａ２棟１０３号 河 人 長 市

２９／３１３６ 愛媛県宇和島市津島町北�丁１２６７番地 浜 田 文 子

２９／３１３６ 広島県呉市焼山南１丁目９番８号 清 水 登良子

２９／３１３６ 住所不明 ただし、戸籍の附票の住所
大阪府大阪市東淀川区西淡路４丁目１６番５号 河 人 正 治

２９／３１３６ 大阪府大阪市東淀川区下新庄６丁目１６番１９号 ハイツ新庄３０２号 河 人 勝 馬

３／４４８ 兵庫県明石市大久保町大窪３２３番の１ ライオンズマンション明石大久保２－７０４号 宮 崎 一 一

�

持 分 住 所 氏 名

１／１４ 住所不明 ただし、登記簿上の住所
北宇和郡北�村丁１６７番地 山 崎 完 一

�

持 分 住 所 氏 名

１／１４ 愛媛県宇和島市津島町岩松丁３２８番地 大 塚 為 義
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